
                     議 案 第 １ ０ ８ 号     

 

 

賃 料 増 額 確 認 等 請 求 事 件 に 係 る 和 解 に つ い て  

 

 

 神 戸 地 方 裁 判 所 平 成 ３ ０ 年 （ ワ ） 第 ３ ５ ６ 号 賃 料 増 額 確 認 等 請 求

事 件 に つ い て ， 別 記 の と お り 和 解 を 成 立 さ せ る 。 よ っ て ， 地 方 自 治

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規 定 に よ

り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 

 

   令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日 提 出  

 

 

               伊 丹 市 長  藤  原   保  幸     
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記                                        

１  当 事 者  

 原 告  伊 丹 市 千 僧 １ 丁 目 １ 番 地    

伊 丹 市 （ 代 表 者  市 長  藤 原  保 幸 ）  

 被 告   

     

     

     

     

     

２  和 解 案  

⑴  原 告 と 被 告 ら と は ， ⑺ エ 記 載 の 土 地 （ 以 下 「 本 件 土 地 」 と い

う 。 ） の 賃 料 額 （ 賃 料 相 当 損 害 金 を 含 む 。 ） に つ い て は ， 平 成

３ ０ 年 ３ 月 １ 日 か ら 月 額 １ １ ５ ， ０ ０ ０ 円 で あ る こ と を 確 認 す

る 。  

⑵  被 告 ら は 原 告 に 対 し て 連 帯 し て ， 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ 日 か ら 令   

和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で の 前 号 の 金 員 （ 月 額 １ １ ５ ， ０ ０ ０ 円 ）

と 被 告 ら 供 託 額 （ １ 月 当 た り ２ ９ ， ４ ７ ４ 円 ） と の 差 額 （ １ 月

当 た り ８ ５ ， ５ ２ ６ 円 ） 金 ２ ， ６ ５ １ ， ３ ０ ６ 円 の 支 払 い 義 務

が あ る こ と を 認 め ， 本 和 解 成 立 後 ２ か 月 以 内 に 原 告 が 指 定 す る

預 金 口 座 に 振 り 込 み の 上 支 払 う 。 振 込 手 数 料 は 被 告 ら の 負 担 と

す る 。  

⑶  原 告 と 被 告 ら と は ， 昭 和 ３ ９ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 の 土 地 賃 貸 借 契    

約 （ 以 下 ， 「 原 契 約 」 と い う 。 ） の 対 象 土 地 の 範 囲 を ， 本 和 解

日 以 後 は 原 告 に よ る 昭 和 ４ ９ 年 ６ 月 ２ ４ 日 付 一 部 解 除 前 の 時 点

の 土 地 の 範 囲 （ 本 件 土 地 ） と す る こ と ， そ れ 以 外 の 賃 貸 借 の 条

件 は 原 契 約 の と お り と す る こ と を 相 互 に 確 認 す る 。  

⑷  原 告 と 被 告 ら と は ， 令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日 以 後 の 本 件 土 地 の 賃

料 月 額 １ １ ５ ， ０ ０ ０ 円 に つ い て は ， 被 告 ら が 連 帯 し て 原 告 に

対 し て 以 下 の 期 日 ご と に ３ か 月 分 （ ３ ４ ５ ， ０ ０ ０ 円 ） を ま と
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め て 支 払 う こ と を 確 認 す る 。  

  ４ 月 か ら ６ 月 末 日 ま で の 賃 料 分  ６ 月 末 日  

  ７ 月 か ら ９ 月 末 日 ま で の 賃 料 分  ９ 月 末 日  

  １ ０ 月 か ら １ ２ 月 末 日 ま で の 賃 料 分  １ ２ 月 末 日  

  １ 月 か ら ３ 月 末 日 ま で の 賃 料 分  ３ 月 末 日  

⑸  原 告 は ， 本 件 に つ き 被 告 ら に 対 す る そ の 余 の 請 求 を 放 棄 す る 。  

⑹  原 告 と 被 告 ら と の 間 に は ， 本 和 解 日 以 後 に 本 件 市 有 地 の 賃 貸

借 関 係 に 伴 っ て 生 じ る 債 権 債 務 及 び 本 和 解 条 項 の 定 め を 除 い て ，

何 ら 債 権 債 務 の な い こ と を 相 互 に 確 認 す る 。  

⑺  物 件 目 録  

 ア  所 在  伊 丹 市 南 町 ２ 丁 目  

   地 番  ８ １ 番 １  

   地 目  宅 地  

   地 積  ３ ９ ８ ． ０ ９ ㎡  

イ  所 在  伊 丹 市 南 町 ２ 丁 目  

   地 番  ８ ４ 番 ２  

   地 目  宅 地  

   地 積  ４ ３ ． ９ ８ ㎡  

 ウ  所 在  伊 丹 市 南 町 ２ 丁 目  

   地 番  ８ ５ 番 ２  

   地 目  宅 地  

   地 積  ３ ２ ． ６ ４ ㎡  

 エ  ア か ら ウ ま で の 土 地  契 約 時 の 面 積  ４ ８ ３ ． ０ １ ㎡  
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（ 参  考 ）  

事 件 の 概 要  

昭 和 ３ ９ 年 １ ０ 月 ， 当 時 公 衆 浴 場 の あ っ た 本 件 土 地 に つ い て ， 本

市 と 被 告 ら の 被 相 続 人 （ 以 下 「 契 約 相 手 方 」 と い う 。 ） と の 間 で ，

公 衆 浴 場 及 び 共 同 住 宅 の 設 置 を 目 的 と し た 土 地 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し

た 。  

昭 和 ４ ８ 年 １ ２ 月 ， 公 衆 浴 場 が 廃 止 さ れ た た め ， 当 該 公 衆 浴 場 経

営 に 係 る 部 分 に つ い て 契 約 相 手 方 に 契 約 解 除 通 知 を 送 付 し た と こ ろ ，

契 約 相 手 方 は 契 約 解 除 を 拒 否 し ， 本 件 土 地 の 賃 料 相 当 額 及 び 賃 料 相

当 損 害 金 の 一 部 を 支 払 い ， 又 は 供 託 し ， 使 用 を 継 続 し て い た 。  

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 議 会 で ， 土 地 の 明 渡 し 及 び 賃 料 の 増 額 等 に 関 す る

調 停 の 申 立 て に つ い て 議 決 を 受 け 調 停 を 行 っ て き た と こ ろ ， 平 成 ２

８ 年 ３ 月 に 契 約 相 手 方 が 死 亡 し た 。 そ の 後 ， そ の 相 続 人 で あ る 被 告

ら を 相 手 方 と し て 調 停 を 続 け て き た が ， 平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 に 調 停 が

不 成 立 と な っ た 。  

平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ， 訴 訟 を 前 提 と し た 調 停 の 申 立 て 等 に つ い て 議

決 を 受 け 調 停 を 続 け た が ， 調 停 不 成 立 と な っ た た め ， 平 成 ３ ０ 年 １

２ 月 に 賃 料 増 額 確 認 等 を 求 め る 訴 え を 提 起 し た 。  
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